
　

源

頼

家

伝

考

二ー

ー

和
歌
六
人
党
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
ー

増

淵

勝

一

一

頼

家

の
転

身
-

受
領
国
司

へ
の
道
1

ヘ

ヘ

ヘ

へ

備
中
は
真
金
吹
く
吉
備
の
中
心
で
あ

る
。
北
は
山
谷
峻
深
、
鉄
を
産
し
、
南
は

田
野
広
展
、
米

・
大
豆

・
紙
麻
を
生
ず

る
。
京
か
ら
陸
路
五
目
、
貢
物
携
帯

の
上

り
は
九
尺

船
路
で
+
二
目
の
、
い
わ
ゆ
る
爵

で
あ
る
』
蘿

無

毒

.

新
司
頼
家
は
、
国
庁
欟
騰
の
高
殿
か
ら
、

こ
の
豊
か
で
、

明
る
い
大
地
を
、

や

や
落
着
き
な
く
、
も
の
珍
し
げ
に
眺
め

て
い
た
。
彼
は
、
父
頼
光
の
本
拠
摂
津
国

川
辺
郡
多
田
の
地

へ
は
何
回
か
下

っ
て

い
た
が
、
そ
の
と
き
は
父
や
近
親
の
者
の

導
く
ま
ま
に
歩
け
ば
よ
か

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
度
は
そ
れ
ほ
ど
遠
隔
地
で
は
な

い
に
し
ろ
、
自
分
が
配
下
の

一
行
を
指
揮
し
て
、
都
を
か
な
り
の
期
間
に
わ
た

っ

て
離
れ
る
の
で
あ
る
。
マ
ザ
ー

・
コ
ン
プ

レ
ッ
ク
ス
の
子
は
独
り
で
他
国

へ
出
か

け
る
こ
と
を
苦
手
と
す
る
と
言
わ
れ
る
が
、
三
十
四
歳
に
な

っ
た
母

っ
子
の
頼
家

に
も
、
多
少
は
そ
の
気
配
が
残

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
眠
れ
な
い
数
夜
を
経
た

あ
と
の
国
見
は
、

一
種
の
興
奮
を
伴

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

後
年
と
り
ど
り
の
歌
会
や
催
し
の
折

に
詠
出
さ
れ
た
、
頼
家
の
、

「旅
宿
待
月
心
」
を

お
ぼ
つ
か
な
有
明
の
月
の
出
で
か
ね
し
い
か
な
る
山
の
麓
な
る
ら
む

覊

喃

藩
鞋

所
々
の
名
を
四
季
に
寄
せ
て
人
々
歌
詠
み
侍
り
け
る
に
、

「
三
島
江

の

春
の
心
」
を
詠
め
る

蠢

か
す
め
る
か
た
蓬

の
国
の
ほ
の
み
し
ま
江
の
渡
り
な
る
ら
む
鞠

糀

九

「
雑
上
」

『
後

葉
集
』

「
雑

一
」

「
山

家

待

春

心

」

を

詠

み

け

る

山
里
に
朝
げ
の
煙
た
な
引
く
を
春
に
さ
き
立
つ
霞
と
思
は
墓

蜥
魂

喋
』

等

の
歌
は
、
こ
の
頃
の
心
境
を
回
想
し
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

頼
家
に
と

っ
て
、
こ
の
備
中

へ
の
赴
任
は
、
地
方
官
と
し
て
の
最
初

の
経
験
で

あ

っ
た
。
見
る
も
の
、
聞
く
も
の
す
べ
て
が
新
し
く
、
ま
た
珍
し
か

っ
た
。
京
と

の
連
絡

・
国
政
執
務

・
民
情
視
察
な
ど
、
多
忙
で
は
あ

っ
た
が
、
充
実
し
た
日
々

を
送

っ
て
い
た
。

あ
れ
ほ
ど
好
き
で
あ

っ
た
和
歌
は
、

時
間
的
な
ゆ
と
り
が
な

く
、
と
う
て
い
作
れ
そ
う
に
も
な
か

っ
た
。
国
務
を
と
り
し
き
り
、
経
済
的
な
余

裕
を
獲
得
す
る
こ
と
も
、
将
来
の
生
活
を
考
え
れ
ば
、

一
時
的
に
は
必
要
な
の
で

あ
る
。

(28)



源頼家伝考(二)

襲

が
備
中
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
事
実
は
、
『
橘
為
仲
朝
臣
集
』
(甲
本
)
㈲
鋸

に

、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「夜
の
霰
」
を
、
備
中
守
頼
家

が
も
と
に
て
、
古
曾
部
入
道
.相
模
不
会

訪
ふ
人
も
な
き
冬
の
夜
の
さ
夜
中

に
音
す
る
も
の
は
霰
な
り
け
り

と
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
。
本
集
は
為
仲
の
前
半
生
の
詠
、
特
に
四
条
宮

寛
子
立
后
の
永
承
六
年

(
一
〇
五

一
)

二
月
以
後
の
歌
を
主
体
に
、
後
朱
雀
朝
期

か
ら
の
歌
反
古
を
籍

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
献
鑛

氏
『鸚

矯

甦

群

螺

辱

、
為
仲
と
備
中
籟

家
と
の
邂
逅
も
ま
琵

較
的
早
期
の
.Σ

で

あ

っ
た
よ
う
だ
。
と
い
う
の
も
、
頼
家
が
備
中
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
た
ぶ
ん

後
朱
雀
朝
長
久
元
年

(
一
〇
四
〇
)
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。頼

家
の
前
任
は
、
歌
界
㊨
先
輩
で
、
長
元
入
年

(
一
〇
三
五
)
五
月
の

「賀
陽

院
水
閣
歌
合
」
で
頼
家
と
と
も
に
右
の
方
人
に
な

っ
た
藤
原
兼
房

(
一
〇
〇

一
-

六
九
)
で
あ
る
。
兼
房
は
、
中
宮
臧
権
亮
在
任
中

の
こ
の
年
正
月
二
十
目
に
、

父

兼
隆
が
中
納
言
を
辞
し
て
彼
の
備
中
蒹

任
を
里

嗣
し
て
く
れ
た
結
果

撫
鞴

、

前
守
藤
原
邦
恒

(八
八
六
⊥

〇
六
七
)
の
後
を
襲
う
こ
と
が
で
き

飴
驀

鞭
ナ

朝
荒
朋
諜
即
細
九
,

威
子
中
宮

(九
九
九
ー

一
〇
三
六
)
崩
後
の
長
暦
三
年
(
一
〇

三
九
)
に
及
ん
で
い
毳

轎

鷄

年
。

他
方
、

後
冷
泉
天
皇
即
位
の
寛
徳
二
年

(
一
〇
四
五
)
四
月
か

ら
永
承
四
年

(
一
〇
四
九
)
二
月
に
か
け
て
は
藤
原
師
成

(
一
〇
〇
九
-
入

一
)
が
在
任
し
て
い

る
鋸

蘿

.
ま
た

『史
料
通
信
譱

』
箜

籀

収
録

の
仁
安
三
年
+
百

某
目
付
の

「厳
島
神
主
佐
伯
景
弘
解
」
に

「備
中
国

吉
備
津
宮

守
藤
原
朝
臣

定
綱
募
重
任
功
、
造
進
舎
屋
門
廊
等

康
平
七
年
十
二
月
廿

一
目

宣
旨
」
と
あ

っ
て
、
康
平
七
年

(
一
〇
六
四
)
十
二
月
に
は
藤
原
定
綱

(1

一
〇
九
二
)
が
備

中
守
畫

任
し
て
い
る
か
ら
聾

メ
嶝

↑

そ
の
初
任

は
同
三
年

(
δ

六
〇
)

と
な
る
。
定
綱

の
在
任
は
延
久
元
年

(
一
〇
六
九
)
六
月
ま
で
確
認
さ

れ

る

が

鞄

藷

縮

、
そ
う
す
る
と
、
師
成
か
ら
定
綱
ま
で
の
備
中
守
は
、
四
年
の
任

期

い
っ
ぱ

い
勤
め
た
と
す
れ
ば
、
永
承
五
年

(
一
〇
五
〇
)
～
天
喜
二
年

(
一
〇
五

四
)

の
間
お
よ
び
同
三
年

(
一
〇
五
五
)
～
康
平
二
年

(
一
〇
五
九
)
の
間
の
二
期

に
わ
た

っ
て
、

一
人
な
い
し
二
人
の
在
任
が
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
頼
家
は
、
天
喜
元
年

(
一
〇
五
三
)
入
月
に
は
越
中
守
に
在
任
し
て

お
り
A黶

露

礁

撥

櫞
、
か
つ
同
三
年

(
一
〇
五
五
)
以
降
は
在
京
し
て
い
る

の
で
皺
黙
、

師
成

の
後
任
と
な
れ
る
は
ず
が
な
い
。

(な
お
、
頼
家
や
師
成
が
正

官
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
前
後
に
、
参
議
藤
纒

任
嚴
蠣
穉

　
{
。。
艷

～
・

非
参
議
源
基
平
謎

蜂

ハ)・右
大
弁
非
参
議
藤
原
襲

韆

　犇

　}
。。
麺

～
・

参
議
藤
原
経
季
譚

舞

一
{
。。
麩

・
参
議
源
基
平
慷
辭
轟

一
顛

障
　ら
蘿

守
に
在
任
し
て
い
る
か
ら
撫
聡

、
問
題
は
な
い
。)
ま
た
永
承
元
年

(
δ

四

杢

万

に
籟

家
は
石
清
水
臨

祭
で
の
費

を
つ
と
め
て
い
る
離

。
そ
う
と

す
れ
ば
、
頼
家
が
備
中
守
に
在
任
で
き
る
の
は
、
兼
房
任
終
の
長
暦

・
長
久
の
交

(
一
〇
三
九
-
四
〇
)
以
降
師
成
任
命

の
寛
徳
二
年

(
一
〇
四
五
)
四
月
以
前

の

問
、

つ
ま
り
長
久
元

・
二

・
三

・
寛
徳
元
年
の
四
年
間
と
な
る
の
で
あ
る
。
お
そ

ら
く
頼
家
は
、
先
朝
の
蔵
人
の
労
に
よ

っ
て
叙
爵
を
う
け
、
長
久
元
年

(
一
〇
四

〇
)
正
月
二
十
五
目
の
除
目
で
、
備
中
守
を
拝
命
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ
い

で
に
、

内
閣
文
庫
所
蔵
の
寛
徳
二
年

(
一
〇
四
五
)
四
月
十
八
日
付
の

(29)
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「関
白
家
政
所
下
文
案
」
に
、

連
署
し
て

「別
当
播
磨

(守
)
源
朝
臣

散
位
藤

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

原
朝
臣

前
備
中
守
藤
原
朝
臣

右
馬
頭
源
朝
臣
:
:
」
以
下

の
名
が

見
え

る

が
、
こ
の

「前
備
中
守
藤
原
朝
臣
」
は
、
頼
通
家
政
所

の
上
部
構
成
員

の

一
人
で

あ
る
と
こ
ろ
か
ら
推
し
て
、
嚢

前
々
任
の
藤
原
邦
恒
と
耋

ら
れ
よ
う
。

癰

舗

漾

驩

驍

鮃

蓊

麓

癩
樋
・

ち
な
み
に
、
麋

は
関
裹

の
蔵
人
所

に
所
属
し
て
い
た
鷄

畭

讖

.
長
久
三
年

(
δ

四
二
)
閏
九
月
、
頼
通
が
有

馬
温
泉
に
出
か
け
た
あ
と
の
留
守
所
で
、
六
人
党
に
名
を
連
ね
る
、
義
清

・
重
成

鎌

経

衡

・
為
仲
ら
が
詠
歌
に
興
じ
て
い
る
。
し
か
る
に
彼
ら
の
同
僚

の
襲

の

名
が
見
え
な
い
の
は
鍛

舗

左
、
も
ち
ろ
ん
繁

備
中

の
国
庁
に

あ

.
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。
も

っ
と
も
摂
津
は
多
田
の
地
に
近
い
、
有
馬
の
湯
と
い
う
こ
と
で
、

頼
家
は
備
中
か
ら
頼
通
の

一
行
に
合
流

・
従
駕
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

備
中
は
丹
波
と
交
替
に
大
嘗
会
の
主
基
国
を
勤
仕
す
る
し
き
た
り
に
な

っ
て
お

り
、
皇
室
と
の
関
係
が
深
い
が
、
ま
た
頼
通
家
司
の
邦
恒
や
威
子
中
宮
の
権
亮
兼

房
な
ど
の
赴
任
に
見
る
よ
う
に
、
関
白
家
と
の
つ
な
が
り
も
濃
厚
な
国

で
あ
る
。

出
挙

の
正
税

・
公
廨

・
雑
稲
の
計
七
十
四
万
三
千
束
で
あ

っ
て
、
播
磨
の
九
十
八

万

一
千
束
や
備
前

の
九
十

一
万
七
千
束
弱
に
は
及
ば
ぬ
け
れ
ど
も
、
備
後

(六
十

二
万
五
千
束
)
・
安
芸

(六
十
三
万
二
千
束
)
・
周
防

(五
十
六
万
束
)
等

の
山
陽

諸
国
よ
り
も
は
る
か
に
豊
か
な
上
国
で
あ
る
塰

嬢

』
.
関
白
頼
通
が
腹
心
の
部

下
の

一
人
で
あ
る
頼
家
を
当
国
守
に
推
挙
七
た
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
、
前
朝
長
元
元
年

(
一
〇
二
八
)
の
前
上
総
介
平
忠
常
の
反
乱
の
頃
か

ら
、
各
地
で
は
国
司
や
僧
徒

・
神
官
ら
の
暴
力
沙
汰
が
目
立

っ
て
き
て
い
た
。
後

朱
雀
朝
長
元
九
年

(
一
〇
三
六
)
七
月
十

一
日
に
は
、
近
江
国
の
百
姓
数
百
人
が

陽
明
門
に
至
っ
て
国
守
藤
原
実
経
を
訴
え
靺

国
、
ま
た
翌
長
暦
元
年
五
月
+
五

目
に
は
、
安
楽
寺
が
大
宰
権
帥
藤
原
実
成
を
訴
え
て
、
こ
れ
を
替
補

・
除
名
さ
せ

る
ま
で
に
至
り

嬲

翻

瑞

鬣

軸

鰲

㍊

慇

.
、
同
月
二
+
目
に
は
但
馬

守
源
則
理
が
石
漿

入
幡
宮
の
神
官
と
擘

し
て
土
佐
に
流
さ
れ
て
い
る
訟
論

碼

習

顯

.
。
さ
ら
に
同
年
九
月
の
八
+
島
祭
の
折
に
は
勅
使
葵

左
衛
門

尉
藤
原
章
経
が
中
宮
使
中
宮
属
重
則
を
凌
轢
し
て
、
翌
月
除
籍
に
な
り

調
欄
胴
羽

叶
翻
六
、

翌
二
年

(
一
〇
三
入
)
十
月
に
は
但
馬
の
百
姓
が
宮
門
に
参
集
し
て
訴

状
を
奉
り
鞠

鑿

、
同
月
二
+
吉

に
は

大
僧
正
明
尊
の
座
主
補
任
に
反
対
す

る
僧
徒
二
、
三
千
人
が
下
山
し
て
公
門
の
も
と
に
殺
到
し
た
と
い
う
鞣

.

長
暦
三
年

(
一
〇
三
九
)
に
入
る
と
、
二
月
十
五
目
大
神
宮
の
禰
宜
ら
が
神
民

を
率
い
て
入
京
し
、
雑
事
+
三
か
条
を
奏
請
し
て
+
二
か
条
ま
で
が
許
さ
れ
歡

講
雖

、

同
旱

八
日
に
は
座
主
補
任
を
め
ぐ

っ
て
天
台
僧
徒
が
頼
通
の
高
倉
第

に
嗷
訴
し
た
蔽

聡

、
不
満
を
解
消
で
き
ぬ
僧
徒
ら
は
翌
三
旱

六
日
、
つ
い
に

高
倉
第
に
火
を
放

っ
た
嗣
。
つ
い
で
六
月
二
十
七
目
内
裏
焼
亡
。
十
月
三
十
日
に

は
綾
織
ら
が
関
白
第
に
乱
入
し
て
機
物
を
切
る
な
ど
し
た

鞣

。
ま
た
+
二
月
二

十
三
日
に
は
仁
和
寺
親
王
の
僧
弟
子
が
東
宮

の
部
下
を
凌
辱
し
て
い
る
胴
。
さ
ら

　　コロ

に
頼
家
が
備
中
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
長
久
元
年

(
一
〇
四

一
)
四
月
十
日
に
は
盗
賊

が
前
肥
前
守
藤
原
定
任
を
殺
す
と
い
う
事
件
ま
で
起

っ
て
お
り
調
、
同
月
二
十
入

日
の
陣
の
座
で
は
、
蔵
人
頭
藤
原
資
房

の
記
す
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

:
京
中
帯
弓
箭
者
遍
満
、
又
濫
悪
之
法
師
等
、
以
刀
剣
横
行
、
暴
悪
為
宗
、

(家
)

又
放
火
之
者
連
々
不
休
、
如
此
之
事
、
是
偏
王
化
之
滅
也
、
然
而
不
可
不
禁

止
件
事
、
為
之
如
何
、
陣
定
申
可
左
右
也
、

と
、盗
賊

・
悪
僧

の
横
行
が
嗟
嘆
さ
れ
、
こ
れ

へ
の
対
策
が
議
せ
ら
れ
て
い
る

嗣
。
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こ
う
い
う
不
穏
な
世
情

の
中
で
、
受
領
国
司
や
検
非
違
使

・
衛
士
ら
に
は
、
そ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

れ
相
応
の
武
勇

の
力
を
備
え
た
つ
わ
も

の
が
選
ば
れ
る
の
も
不
思
議
で
は
な
か

っ

た
。
六
人
党
関
係

で
は
、
頼
家

の
甥

の
頼
実
が
頼
光
i
頼
国
の
血
を
承
け
て
し
か

り
で
あ
り
、
土
佐

へ
配
流
に
な

っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
餌
鱒
噂
。
ま
た
経
衡
は
、

早
く
長
元
六
年

(
一
〇
三
四
)
十
二
月
蔵

入
式
部
少
丞
の
と
き
に
、
当
時
左
近
少

将

で
あ

っ
た
資
房
を
殿
上

の
前
で
理
由
も
な
く
引
き
落
す
と
い
う
暴
力
事
件
を
起

こ
し
て
い
る
禦

勤

撒
獣

藍
鼇

+
癜

蝦
鑪

.
な
お
、
顰

番

兄
の

検
非
違
使
左
衛
門
尉
頼
資
も
上
野
権
介
橘
惟
行
の
訴
え
に
よ
っ
て
土
佐
配
流
の
憂

き
目
に
会

っ
て
い
る
纛

噛
。
彼
ら
は
単

に
風
流
聾

を
楽
し
む
だ
け
の
徒
で
は

ヘ

ヘ

へ

な
か
っ
た
。
力
が
あ

っ
た
。
た
か
ら

(財
)
も
あ

っ
た
。
そ
の
勢
威
が
権
貴
を
し

の
ぐ
こ
と
を
自
覚
せ
ず
し
て
、
彼
ら
は
こ
の
権
威
社
会

へ
の
参
加
を
念
じ
、
そ
れ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

へ
の
。ハ
ス
ポ
ー
ト
た
る
風
流
韻
事

の
ま
ね
ご
と
に
努
め
て
い
た
、
と
極
言
で
き
な

く
も
な
い
。
貴
権
は
彼
ら
の
力
を
利
用
し
、
彼
ら
は
貴
族
階
級

の
末
席
に
加
え
ら

れ
る
こ
と
で
満
足
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

頼
家
が
特
に
関
白
頼
通
か
ら
備
中
行
き
を
命
ぜ
ら
れ
、
ま
た
国
務
に
没
頭
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
時
代

の
趨
勢
が
あ

っ
た
か
ら
で
も
あ

っ
た
。

も

っ
と
も
備
中
守
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ

ほ
ど
都
か
ら
離
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な

く
、
頼
通
の
家
司
と
い
う
立
場
上
、
頼
家

は
任
中
し
ば
し
ば
上
京
し
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。
そ
こ
で

「事
繁
き
世
に
て
」
ひ
と
月
以
上
も
延
期
に
な

っ
た
長
久
二
年

(
一
〇
四

一
)
四
月
七
目
の

「源
大
納
言
師
房
家
歌
合
」
に
出
詠
を

求
め
ら
れ
た

り
、
ま
た
同
僚
の
橘
為
仲
や
、
能
因
法
師

・
相
模

・
永
胤
法
師
ら
と
も
会
合
で
き

た
の
で
あ
る
離

.

二

道
雅
三
位
西
八
条
障
子
絵
合

備
中
守
の
任
か
ら
解
放
さ
れ
た
頼
家
は
、
永
承
元
年

(
一
〇
四
六
)
二
月
十
九
日

ヘ

へ

の
石
清
水
臨
時
祭
に
お
い
て
、
藤
原
師
長

・
源
経
信
ら
と
共
に
歌
人
十
名

の
中
に

覆

れ
辮

紫

膊
、
士獄

曇

で
晴
れ
の
舞
台
に
復
帰
し
た
。
翌
二
年

(
δ

四
七
)
夏
に
は
、
兼
房

・
家
経

・
範
永

・
経
衡
と
と
も
に

「道
雅
三
位
西
入
条

勸

擘

絵
合
」
に
饕

れ
て
、
擘

絵
を
も
と
に
四
季
の
詠
を
奉
藷

纛

攀

藤

理
曙

塗

+
鮮

遡
懿
響

箜

重
認

へ翫

羈
諜
鑾

ハ「舞

譲

樋
.
総

計
十
七
番
三
十
四
首
の
う
ち
、
頼
家

の
歌
は
、

人
の
家
に
梅
の
木
あ
る
所
に
水
流
れ
て
、
客
人
来
た
れ
る
と
こ
ろ
鬣

集
』
巻

一
経
衡

詠

(
六

一
)
　詞
堂
日

1
梅

の
花

匂

ひ

こ

と
な

る
宿

に
来

て
折

ら

ぬ
袖

に

も
移

り

ぬ

る

か

な

(
マ
マ
)

暮
奉
、
山
道
に
桜
見
る
人
多
か
り
。
こ
の
人
々
そ
の
は
か
た

2
山
桜
咲
か
ぬ
く
ま
な
き
散
る
花
は
道
を
か

へ
な
で
ゆ
く
人
も
な
し

初
め
の
募

山
里
な
る
家
に
ほ
と
と
ぎ
す
待
っ
鋸

論

籠
集
』

3
ほ
と
と
ぎ
す
待

つ
と
て
影
を
見

つ
る
か
な
水
に
は
声
の
映
る
も
の
か
は

川
の
ほ
と
り
に
菖
蒲
刈
る
人
あ
り
。
橋
の
も
と
に
馬
を
と
ど
め
て
人
こ

れ
を
見
る

4
も
ろ
と
も
に
刈
り
つ
と
聞
き
て
あ
や
め
草
葺
く
べ
き
宿
に
知
ら
せ
て
し
が
な

暮

の
夏
、
松
原

の
し
た
に
涼
み
す
る
人
々
あ
り

5
松
風
も
川
瀬

の
波
に
通
ひ
つ
つ
音
を
聞
く
さ

へ
涼
し
か
り
け
り

暮

の
秋
、
森

の
も
と
に
車
を
と
ど
め
て
紅
葉
見
る

(31)
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6
散
り
ぬ
べ
き
も
み
ち
を
今
は
い
か
が
せ
む
森

の
下
草
う
ち
払

は
ば
や

暮

の
冬
、
山
里
に
雪
積
れ
り
。
門
の
前
に
人
来
た
り

7
山
里
に
雪
こ
そ
深
く
な
り
に
け
れ
訪
は
で
も
年

の
暮
れ
に
け
る
か
な

鸛
鑼

巻
六

(四

=
一)

の
七
首
で
あ

っ
た
。

し
か
る
に
ー
の

「折
ら
ぬ
袖
に
も
移
り
ぬ
る
か
な
」、

3
の

「水
に
は
声
の
映
る
も
の
か
は
」、
7
の

「訪
は
で
も
年
の
暮
れ
に
け
る
か
な
」
な

ど
、

い
ず
れ
も
こ
と
ば

の
対
照
を
意
識

し
た
に
す
ぎ
な
い

凡
作
で
あ
り
、

ま
だ

4

・
6
の
願
望
表
現
も
平
凡
で
あ
り
、

か
つ
2
の

「山
桜
咲
か
ぬ
」
と
「散
る
花
」

と
の
重
複
表
現
も
わ
ず
ら
わ
し
い
。
か
ろ
う
じ
て
5
の

「松
風
も
」
の
詠
が
、
画

像
を
よ
く
把
え
、
口
調
も
な
だ
ら
か
で
、
鑑
賞
に
た
え
得
て
い
る
の
が
、
わ
ず
か

に
救

い
と
な

っ
て
い
よ
う
。

こ
の
道
雅

の

「
山
荘
障
子
絵
合
」
に
は
、
は
じ
め
経
衡
が
年
下
と
い
う
こ
と
で

撰
に
も
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う

風
聞
が

あ

っ
た
。

こ
れ
を

耳
に
し
た
経
衡

は
、
自
分

の
名
籍
を
道
雅
に
献
ぜ
ん
と
し
て
和
歌
撰
進
の
目
に
出
か
け
た
が
、
道

雅
と
家
経
が
経
衡

の

「雪
深
き
道
に
そ
し
る
き
山
里
は
わ
れ
よ
り
さ
き
に
人
来
ざ

り
け
り
」
難

蜜

諌
』)
を
秀
歌
と
し

て
撰
ん
で
い
る
の
を

聞
い
て
、

ひ
そ
か
に

帰

っ
た
と
い
う
蠡

草
替

覊

は

こ
の
エ
ピ
ソ
長

に
対
し
て
、

萩

道
有
興

事
也
」
と
評
し
て
い
る
が
、
こ
の
頃
か
ら
六
人
党
の
メ
ン
バ
ー
が
、

そ
れ

ぞ
れ

に
歌
道

へ
の
執
心
を
顕
著
に
し
て
来
た
と
い
う
事
実
だ
け
は
認
め
ら

れ

る

だ

ろ

う
。実

際
、
襲

の
備
中
守
在
任
の
前
後
に
は
、
和
泉
式
部
嘆
兀
靴
ま

↑
詔

・

藤
原
斉
信
輾

驪

選

子
内
墾

韓

讃

・藤
原
保
昌
胴
軌
蘇

・大
中
臣
輔

親
脹
運

該

↑
蘿

・
大
江
公
資
脹
醗

殺

厂

藤
原
公
任
輕

蘿

・
同
慧

輾

翻

・源
為
善
鯉

・藤
原
公
成
輜

覊

・
同
定
轟

譫

ま

↑
諂

・

同
実
資
瞭

簪

耘
蕊

四
ら
の
、

一条
撃

後

一条
朝
の
、

い
わ
ば
歌
壇
の
オ

f
ソ
リ
テ
イ
と
も
い
う
べ
き
歌
人
た
ち
が
、

つ
ぎ

つ
ぎ
と
亡
く

な

っ
て
い
た
。

殊
に
そ
の
三
船
の
才
を
称
え
ら
れ
た
公
任
の
存
在
は
大
き
く
、

『袋
草
紙
』
鄰
に

よ
る
と
、
長
元
八
年

(
一
〇
三
五
)
五
月
の

「賀
陽
院
水
閣
歌
合
」
の
際
に
は
、

左
方
の
丹
波
守
済
政

・
式
部
大
輔
資
業

・
中
宮
大
進
義
通

・
前
甲
斐
守
範
国

・
丹

後
守
憲
房
ら
の
方
人
が
、
当
時
入
道
し
て
北
山
の
長
谷
に
い
た
公
任
の
も
と
に
出

向
い
て
、
歌
を
撰
ば
し
め
た
と
い
う
。
こ
の
と
き
公
任
は
能
因
の

「時
鳥
来
鳴
か

ぬ
宵
の
し
る
か
ら
ば
寝
る
夜
も

一
夜
あ
ら
ま
し
も
の
を
」
の
詠
を

「歌
合
に
は
不

似
云
々
」
と
し
り
ぞ
け
、

ま
た

「
月
影

の
更
に

ひ
る
ま
と
見
ゆ
る
か
な
朝
日
の
山

を
出
で
や
し
ぬ
ら
ん
」
の
詠
を
も
、

「更
字
別
様
也
。

不
可
入
云
々
」

と
断
じ
て

い
る
瓔

鰹

巒
驚

黯

聡

鉾

筆

需
塊
灘

.
後
年
竹
田
大
夫
国
行

は
、
白
河
の
関
で
装
束
を
ひ
き

つ
く
ろ
っ
て
能
因
に
敬
意
を
表
し
た

と

い

う

が

譲

草
替

こ
こ
に
は
、

そ
う
い
う
神
聖
視
さ
れ
た
能
因
の
姿
は
さ
ら
に
な
い
。

な
お
、
同
じ
く

『袋
草
紙
』
磐

愛

る
と
こ
ろ
で
は
、
範
黍

蔵
人
鐫

。五
咋

款
蕭

眺

時
の
と
霍

詠
じ
た

「住
む
人
も
な
き
山
里
の
秋
の
夜
は
月
の
光
も

淋
し
か
り
け
り
」
の
音

を
、
定
頼
が
北
山
の
入
道
公
島

彎

轌

聖

六
)
に

送

っ
た
と
こ
ろ
、
公
任
は
感
嘆
し
て

「範
永
誰
人
哉
。
和
歌
得
其
体
」
と
本
歌
の

お
も
て
に
書
き
付
け
た
が
、
範
永
は
定
頼
に
頼
ん
で
こ
の
墨
付
き
の
自
詠
を
取
り

よ
せ
、
錦

の
袋
に
入
れ
て
重
宝
に
し
た
と
い
う
難

鱗

掲
.

前
稿
冒
頭
に
も
か
か
げ
た
よ
う
に
、

『
入
雲
御
抄
』
巻
六
に
は
、

当
時
の
歌
壇
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を
評
し
て
、

:
道
綱
母

・
馬
内
侍
や
う
の
歌
人
多
く

侍
り
し
も
、

皆
失
せ
侍
り
に
し
後

は
、
天
下
に
歌
人
な
き
が
ご
と
し
。
我
れ
も
我
れ
も
と
思
ひ
た
る
人
々
多
か

れ
ど
、
上
に
も
さ
し
て
そ
の
沙
汰
あ
る
事
な
し
。
公
任
卿
無
二
無
三
の
入
に

て
あ
る
ば
か
り
也
。

そ
れ
も

籠
り
に
し
後
は
、

い
よ
い
よ
言
ふ
か
ぎ
り
な

し
。
六
人
が
党
と
て
そ
の
頃
の
の
し
り
け
る
は
、
範
永

・
棟
仲

・
兼
長

.
経

衡

・
頼
家

・
頼
実
、
こ
れ
範
永
が
外
は
歌
よ
み
と
も
見
え
ず
。
上
下

つ
や

つ

や
歌
よ
み
と
言
ふ
も
の
、
跡
を
け
つ
れ
り
。

-

と
見
え
る
。
あ
ま
り
に
も
実
力
の
差
が
あ
り
す
ぎ
た
。
こ
れ
ら
歌
壇
の
宿
老
た
ち

の
死
は
、
残
さ
れ
た
若
手
の
歌
人
ら
に
さ
ま
ざ
ま
の
感
慨
を
催
さ
せ

た

で
あ

ろ

う
。
あ
る
者
は
歌
道
の
前
途
に
不
安
を
抱
き
、
あ
る
者
は
公
任
や
定
頼
や
の
新
作

斛
二
度
と
世
に
出
な
い
こ
と
を
嘆
き
、
あ
る
者
は
権
威
か
ら
の
解
放
に
安
堵
し
、

あ
る
者
は
目
標
を
見
失

っ
て
と
ま
ど

っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
後
代
兼
好
法
師

が
、
「詩
歌
に
巧
み
に
、

糸
竹
に
妙
な
る
に
は
幽
玄
の
道
、

君
臣
こ
れ
を
重
く
す

と
い
へ
ど
も
、
今
の
世
に
は
、
こ
れ
を
も
ち
て
世
を
治
む
る
こ
と
、
漸
く
愚
か
な

る
に
似
た
り
」
ど
綴

っ
た
時
代

で
は
な
か

っ
た

粢

讙

』。.
い
ま

だ

公
私
の
生

活
を
円
滑
に
す
る

一
翼
を
詩
文
や
和
歌
が
に
な

っ
て
い
た
。
彼
ら
は
総
じ
て
主
体

性
を
顕
著
に
し
、
み
ず
か
ら
歌
会

・
歌
合
を
催
し
、
仲
間
で
集
い
、
作
歌
に
興
じ

た
。
権
威
的
な
リ
ー
ダ
f
は
い
な
か

っ
た
。
け
れ
ど
も
、
彼
ら
は
か
つ
て
公
任
や

定
頼
の
も
と
で
指
導
を
う
け
た
光
景
を
思
い
浮
か
べ
、

一
種

の
懐
し
み
と
自
分
た

ち
こ
そ
そ
の
伝
統
を
継
承
す
る
者
で
あ
る
と
い
う
プ
ラ
イ
ド
と
を
も

っ
て
、
自
主

的
に
、
派
生
的
に
、
も
ろ
も
ろ
の
機
会

を
把
え
て
、
歌
道
に
執
心
す
る
と
い
う
傾

向
を
生
じ
た
。

道
雅
の
西
入
条
山
荘
や
頼
家
宅
で
の
歌
会
は
、
そ
の
代
表
的
な
例

で
あ

っ
て
、

家
経
な
ど
は
、
道
雅
山
荘
に
し
ば
し
ば
出
入
り
し
て
い
た
ら
し
く
、

吻

西
入
条
に
て
、
人
々
二
つ
の
題
を
詠
み
け
り
と
聞
き
て
、
誰
れ
と
も
な
く

く
て
、
さ
し
置
か
せ
た
る

絢

五
月
に
八
条
の
山
荘
を
、
あ
る
女
忍
び
て
見
け
る
に
、
硯
の
箱
に
書
き
付

く
け
た
る

㈲

三
月
卅
目
向
西
八
条

派

ー

ー

77

道
雅
三
位
西
入
条
障
子
絵
歌
合

(76
～
77
)

く

く

く

等
の
詞
書
を
有
す
る
禁

輩

霰

見
す
る
騨

馳
配
.
千
葉
義
孝
氏
が
説
か
れ

る
よ
う
に
、
こ
の
う
ち
働
と
㈹
の
揚
合
は
、範
永
も
同
席
し
て
お
り
貍

纛

盗

餬
嬲

L
(黝

馨

覊

諾

翠

、
ま
た
後
者
に
欒

・
経
衡

蒹

房
ら
が
参
加

し
て
い
た
こ
と
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
働
は
寛
徳
元
年

　

(
一
〇
四
四
)

の
詠
で
あ
り
、

46
は
翌
二
年

(
一
〇
四
五
)

の
作
で
あ
る
。

こ
こ

く

で
の
会
合
が
、
公
任
や
定
頼
の
薨
じ
た
後
に
盛
ん
に
な

っ
た

さ

ま

が

予
測
さ
れ

る
。

三

頼
家

を
め
ぐ
る
人

々

頼
家
宅
で
の
会
合
は
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
如
く
、
頼
家
の
備
中
守
時
代

(
一
〇

四
〇
ー
四
四
)
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
が
、
「古
曾
部
入
道

・
相
模
不
会
」
と

い
う

『為
仲
集
』
の
注
記
か
ら
推
す
と
、

為
仲
の
ほ
か
能
因
や
相
模
も
頼
家
宅
に
出
入

　

り
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
『能
因
法
師
集
』
轟

讐

よ
る
と
、

く

備

中

前

司

の

四
条

の
家

の
、
・い
と

を

か

し
う

見

ゆ

る
に

、

か

う

聞

ゆ

(33)
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人
知
れ
ず
あ
ら
ま
し
ご
と
に
我
言
ひ
し
宿

の
す
ま
ゐ
を
我
が
見

つ
る
か
な

と
あ

っ
て
、
能
因
が

「備
中
前
司
の
四
条
の
家
」
を
賞
賛
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

お
そ
ら
く
頼
家
邸
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
後

一
条
朝
末
か
ら

後
冷
泉
朝
に
か
け
て
の
、
邦
恒

・
兼
房

・
頼
家

・
師
成
と
い
う
備
中
守

の
継
承
に

お
い
て
、

能
因
と
親
密
な
る
関
係
を

有
す
る
の
は
、

兼
房
と
頼
家

の
二
人
で
あ

　

り
、
か
つ
兼
房
に
関
し
て
は
、
前
記

『
能
因
法
師
集
』
脳
に
お
い
て

「備
中
守
兼

く

房
の
館
に
て
、
歳
暮
和
歌
」
と

詞
書

し
て
い
る
か
ら
、

「備
中
前
司
」
と
は
あ
き

　

ら
か
に
別
人
で
あ
る
。
し
か
も
、
兼
房

の
家
は
、

『
橘
為
仲
朝
臣
集
』
25
に
、
「中

く

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

宮

の
亮
兼
房

の
二
条

の
家
」
と
あ

っ
て
、

「備
中
前
司
の
四
条
の
家
」
と
は
完
全

に
相
違
す
る
。

一
方
頼
家
は
母
の
惟
仲
娘
邸
に
成
人
後
も
住
ん
だ
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
三
条

・
西
洞
院
付
近
に
あ

っ
た
か
ら

醜

「
灘

家
伝
、
こ
こ
か

ら

四
条
に

か
け
て
の
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
た
と
考
え
れ
ば
、
詞
書
の

「四
条
の
家
」
に
合
致

す
る
。
(な
お
、
『能
因
法
師
集
』
翊
に
は
、
月
を
見
て

「故
備
州
源
刺
史
」
を
憶

く

っ
て
詠
ん
だ

歌
も
見
え
る
が
、

こ
れ

は
長
久
三
年
〈

一
〇
四
二
〉
十
月
に
卒
し

た
備
前
々
司
源
為
善
の
こ
と
で
あ
る
靠

撰

胴
籟
蠶

.
『誓

衾

』
巻
入
「哀

傷
」
艙
九
に
は
本
歌
に
詞
書
し
て
、
「源
為
義

の
朝
臣
身
ま
か
り
に
け
る
又
の
年
、

月
を
見
て
」
と
あ
る
が
、
「為
義
」
が

「為
善
」
の
誤
り
で

あ
る
こ
と
は
、

両
者

の
存
生
期
間
の
相
違
か
ら
推
し
て
自
明

で
あ
る
。)

頼
家
邸
に
は
、
こ
の
ほ
か
雲
林
院
供
棄

胤
法
師
蕪

鑼

原
や
伊
賀
守
高
階

泰
仲

黥
経
な
ど
も
訪
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
『
俊
替

伝
集
』
下

蓮

歌
」
堰

に

、

あ
ゆ
は
た
だ
た
だ
で
参
ら
せ
よ

頼
家

し
ぶ
き
よ
し
と
て
ま
た
な
く
吹
き
そ

永
胤
法
師

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ゐ

へ

こ
れ
は
頼
家
が
も
と
に
て
人
々
遊
び
け
る
に
、
永
胤
と
申
す
法
師
の
あ
り
け

る
に
、
し
ぶ
き
と
い
ふ
精
進
も
の
を
さ
か
な
に
て
あ
り
け
る
が
、
ま
こ
と
に

悪
し
く
覚
え
け
れ
ど
、
こ
れ
悪
し
と
も
言
は
で
見
ゐ
た
り
け
る
に
、
あ
ゆ
は

た
だ
の
い
と
よ
げ
な
る
を
人
々
食
ひ
の
の
し
り
て
、

か
く
申
し
た
り
け

れ

ば
、
聞
き
も
あ

へ
ず
、
喜
び
な
が
ら
付
け
た
り
け
る
と
か
や
。
伊
賀
の
前
司

泰
仲
、
こ
の
座
に
候
ひ
て
、
語
り
候
ふ
。
連
歌
は
、
世
の
末
に
も
昔
に
劣
ら

で
ぞ
見
え
候
ふ
。

と
い
う
話
が
見
え
る
。
永
胤

・
泰
仲
以
下
の
人
々
が
頼
家
邸
に
集
い
、
夏
の
目
を

涼
み
な
が
ら
遊
宴
に
興
じ
て
い
る
さ
ま
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
あ
る
。
他
の
連
中

が
惣

を

「食
ひ
の
の
し
」

っ
て
い
る
の
に
、
永
胤
は
蒙

蒙

髞

が
さ
か
な

で
は
、
い
く
ら
出
家

の
身
と
は
い
え
、
あ
ま
り
に
差
が
あ
り
す
ぎ
る
。
あ
る
じ
が

あ
ゆ
の
大
盤
ぶ
る
ま
い
を
し
て
い
る
の
に
、
ち
よ

っ
と
は
こ

っ
ち
の
身
に
も
な

っ

て
く
れ
と
、
即
興
の
付
句
で
抗
議
し
て
、

一
座
大
爆
笑
に
な

っ
た
こ
と

で
あ

ろ

う
。能

因
が
頼
家
邸
を
訪
れ
始
め
た
の
は
、
為
仲

の
訪
問
と
前
後
す
る
頃
、

つ
ま
り

頼
家

の
備
中
守
時
代

(
一
〇
四
〇
1
四
四
)
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
頼
家
が
備
中
か

ら
帰
京
し
て
か
ら
も
、
時
折
は
彼
の
邸
に
立
寄

っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
能
因
が
伊
予
と
都
と
の
間
を
頻
繁
に
行
き
来
し
て
い
た
永
承
初
年
(
一
〇
四
六
)

か
ら
同
五
年

(
一
〇
五
〇
)
前
後
に
か
け
て
の
頃
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

四

能
因
法
師
の
四
国
下
向
に
つ
い
て

こ
こ
で
い
さ
さ
か
横
道
に
そ
れ
る
が
、
能
因
の
伊
予
と
京
と
の
往
還
の
時
期
を

(34)
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究
明
し
て
、
い
ま
ひ
と
つ
は
っ
き
り
し
な
い
能
因
の
在
京
期
間
に

つ
い
て
、
若
干

の
考
証
を
し
て
お
こ
う
。

能
因
の
伊
予
下
り
に
関
し
て
、
犬
養
廉
氏
は
、『
能
因
集
』
に

「長
暦
四
年
〈
長

久
元
11

一
〇
四
〇
〉
春
、伊
予
の
国
に
下
り
て
云
々
」
と
詞
書
す
る
詠
嬲
が
あ
り
、

ま
た

萇

久
二
年
之
夏
L
に
詠
ん
だ
鑑

が

『
金
葉
集
』
巻
+

羅

下
L

臥
免ハ
六

で

は

「
範

国

朝

臣

に
具

し

て
伊

予

国

に
罷

り

た

り

け

る
に

、

正

月

よ

り

三

、

四

月

ま

で

い

か

に
も

雨

の
降

ら

ざ

り
け

れ

ば

云

々
」

と

詞

書

さ

れ

て

い

る
が

、

『
能

因

集

』

に

は
別

に

「
上

洛

之

日

」

に
詠

ん

だ

「
葦

火

焚

く

難
波

の
浦

を
漕

ぎ

分

け

て

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　

い
く
と
せ
と
い
ふ
に
都
見
る
ら
ん
」
の

音

脚
が
あ
る
の
で
、
長
久
元
年
正
月
下

向
の
の
ち
、
「伊
予
滞
在
は
、

二
、
三
年

に
及
び
、

そ
の
帰
京
は
長
久
三
年
或
は

同
四
年
早
々
の
こ
と
で
あ
ら
う
」
と

説

か

れ

る
。

な
お
、

『後
拾
遺
集
』
巻
入

「別
」
論

入
の
源
兼
長
詠
の
詞
書
に
は
、

罷

因
法
師
伊
予
国
よ
り
上
り
て
、

又

帰
り
下
り
け
る
に
、

人
々
馬
の
は
な
む
け
し
て
、

『
明
け
む
春
上
ら
む
』
と
言
ひ

侍
り
け
れ
ば
詠
め
る
」
と
あ
る
の
で
、

一
旦
上
京
し
た
能
因
は
長
久
四
年

(
一
〇

四
三
)
に
再
び
伊
予
に
下
向
し
た
と
考
え
ら
れ
た
鞭

轗

氤

黎

冪

鑒

卅
駐

。

こ
れ
に
対
し
て
千
葉
義
孝
氏
は
、
永

承
五
年

(
一
〇
五
〇
)
正
月
に
讃
岐
守
に

任
ぜ
ら
れ
て
、
同
年
七
月
に
任
国
に
下

っ
た
藤
原
家
経
が
、

同
年
以
後
の
某
年

「
正
月
、

讃
岐
よ
り
上
る
ほ
ど
に
、

河
尻
に
て
入
道
能
因
の

『
急
ぐ
こ
と
あ
り
て

響

ぬ
』
と
言
へ
る
に
遣
は
す
」
こ
と
が
あ

っ
た

の
で

曝

鑠

彊
讙

蜷

、

「一こ
れ
を
長
久
四
年
の
能
因
伊
予
下
り
の

際
と
す
る
説
も
あ
る
が
、

家
経
側
か
ら

見
る
と
問
題
が
残
る
」
と
さ
れ
た
が
、

ま
た

「能
因
は
随
時
随
所
に
他
行
し
、
そ

㌔
の
足
跡
は
ほ
と
ん
ど
全
国
各
地
に
及
ぶ
漂
泊
の
歌
人
で
あ

っ
た
か
ら
」、

こ
の
贈

答
を

「長
暦
四
年
乃
至
は
長
久
四
年

の
伊
予
下
り
1
別
な
折
に
伊
予
に
下
向
し
た

こ
と
は
考
え
ら
れ
る
が
ー
だ
け
に
限
定
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
さ

ら
さ
ら
無
い
」
と
も
説
か
れ
て
い
る
靺

課

攀

能
因
が
長
久
元
年

(
一
〇
四
〇
)
春
に
伊
予
に
下
向
し
て
、
翌
年
夏
に
、

天

の
川
苗
代
水
に
せ
き
下
せ
あ
ま
降
り
ま
す
神
な
ら
ば
神

と
詠
じ
た
事
実
は
、
家
集
に
年
時
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
問
題
は
な
い
。
た
だ

し
、
崟

葉
集
』
や

『袋
草
紙
』
製

こ
の
と
き

麗

(実
)
国
朝
臣
に
具
し
て
L

能
因
が
下

っ
た
と
伝
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。当
時
の
伊
予
守
は
長
暦
三
年

(
一
〇

三
九
)
正
月
二
+
六
日
に
任
ぜ
ら
れ
た

式
部
大
輔
藤
原
纂

で
あ
っ
て
黥

吻

範
国
は
美
作
守
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
蓐

翻
叢

罌

餌
照
.

(な

お
、
伊
予
権
守
に
は
源
隆
国
が
長
久
元
年
正
月
か
ら
同
四
年
ま
で
在
任
し
て
い
る

癰
?

能
因
が
伊
予
か
ら
い
つ
上
京
し
て
来
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
永
承
四
年

(
一
〇
四
九
)
十

一
月
九
目
の

「内
裏
歌
合
」
に
は
沙
弥
能
因
が

参
加
し
て
い
た

繰

羇

.

も

っ
と
も
、

能
因
は
再
び
四
国

へ
下

っ
た
ら
し
く
、

『橘
為
仲
朝
臣

　

集
』
甲
本
22
に
は
、
為
仲
と
能
因
と
の
、

く四
月
の
つ
ご
も
り
が
た
に
、
淡
路
に
下
る
に
、
河
尻
に
て
、
夜
傍
は
ら

な
る
舟
に
、
能
因
入
道
が
下
り
会

い
て
、
物
語
す
る
に
、
盃
を
と
り
て

五
月
待

つ
難
波
の
浦

の
ほ
と
と
ぎ
す
あ
ま
の
た
く
な
は
繰
り
返
し
投
げ

こ
の
ほ
ど
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
き
渡
り
き
。
大
和
の
入
道
五
月
に
入
道
に
な

り
て
後

の
こ
と
な
る
べ
し
。

ほ
と
と
ぎ
す
鳴
き
て
過
ぐ
な
り
難
波
潟
あ
し
ま
の
千
鳥
し
ば
し
音
す
な

と
い
う
贈
答
歌
が
見
え
る
。
こ
の
折
も
、
あ
る
い
は
千
葉
氏
が
説

か
れ
た
如
く
、

(35)
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能
因
の
伊
予
下
り
だ
け
に
限
定
し
て
考
え
る
必
要
も

な
い
わ
け
だ
が
、

「河
尻
」

と
い
い
、
「下
り
会
い
て
」
と
い
い
、

為
仲
と
同
じ
方
向

へ
の
船
旅
を

自
然
に
言

っ
た
も
の
で
、
四
国

へ
の
下
向
と
見
て
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
為
仲

の
淡
路
赴
任
は
、
彼
が
永
承
二
年

(
一
〇
四
七
)
十
二
月

一

日
に
は
蔵
人
正
六
位
上
式
部
少
丞
に
在
任
し
て
お
り
「鰯
謹

羅

聾

、
か
つ
翌

三
年

(
δ

四
入
)
に
は
駿
河
権
守
に
昇
進
し
て
い
る
か
ら
譲

認

鑾

縞

辭

鵯

慚
黜

論

耀

、
こ
れ
が
蔵
人
の
巡
爵
に
預

っ
た
も
の
と
し
て
、
永
承
二
年

以
前

の
六
位

の
蔵
人
時
代
で
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
淡
路
守
に
は
紫
式
部

の

父
為
時
も
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
、

こ
れ
を
愁
訴
し
て
越
前
守
に
転
任
で
き
た

話
は
有
名
だ
が
、
為
時
は
こ
の
と
き
従
五
位
下
で
あ
っ
た
鏨

灘

難

噸
詆
聽

野

勣
謙

月
刊
)
.
ま
た
長
暦
二
年

(
一
〇
三
入
)
宵

に
は
淡
路
守
源
定
驫

定

が
左
少
将
に
任
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
彼
も

五
位
の
身
分
で
あ
る
動
購
原
鈔
』。
そ
こ
で

為
仲
も
叙
爵
を
う
け
た
永
承
三
年

(
一
〇
四
入
)
以
後
に
淡
路
守
と
な

っ
た
の
で

あ
る
が
、
上
記
の
定
季
が
長
久
二
年

(
一
〇
四

一
)
ま
で
在
任
し
た
と
す
れ
ば
、

以
後
寛
徳
二
年

(
一
〇
四
五
)
お
よ
び
永
承
四
年

(
一
〇
四
九
)
が
任
限
と
な
る

は
ず
で
あ
る
。
し
か
る
に
為
仲
は
同
二
年
末
ま
で
は
蔵
人
で
あ

っ
た
の
だ
か
ら
、

こ
の
両
期
に
為
仲
が
淡
路
守
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
お
そ
ら
く
は
永
承
五

年

(
一
〇
五
〇
)
春

の
除
目
で
、
任
期
半
ば
の
駿
河
権
守
か
ら
淡
路
守

へ
遷
任
し

た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
前
掲
の

「五
月
待

つ
」

の
詠

に
施
さ
れ
た
左
注
に
よ
る
と
、
為
仲
と
能

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

因
と
の
邂
逅
は
、

「大
和
の
入
道
五
月
に
入
道
に
な
り
て
後
の
こ
と
」
で
あ

っ
た

と
い
う
。
こ
の

「大
和
の
入
道
」
は
、
た
ぶ
ん
源
頼
親
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
と

い
う
の
は
、
頼
親
は
頼
光
の
舎
弟
、

つ
ま
り
頼
家

の
叔
父
で
あ

っ
て
、
六
人
党
や

為
仲
と
の
関
係
が
深
い
上
に
、
大
和
守
に
は
長
元
四
年

(
一
〇
三

)

驟

鷺

昨
歎

嬰

鵡

跡
鞴

』
な
ら
び
に
永
承
元
年

(
一
〇
四
六
)
商

五
年

(
一
〇
五

〇
)

万

の
里

議

讐

』『
六
三
入
・

扶
桑
略
記
』『
黷

顰

胴
帝

薜

翻

二
回
も
在
任

し
、
し
か
も
大
和
国
豊
島
郡
に
住
ん
で
、
い
わ
ゆ
る
大
和
源
氏
の
祖
と
な

っ
て
い

る
纛

摯

か
つ
頼
信
は
、
興
福
寺
の
斐

に
よ
.
て
黍

五
年

万

二
+
吾

に
土
佐
に
配
流
さ
れ
て
い
る
臨
韈

。
そ
こ
で
こ
の
事
件
を
契
機
に
出
家
し
て
、

「大
和

の
入
道
」
と
呼
ば
れ
る
可
能
性
は
十
分
過
ぎ
る
ぐ
ら
い
あ

っ
た
と

考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
淡
路
に
向
う
為
仲
が

「大
和
の
入
道
」
の
入
道
し
た
こ
と
を

想
起
し
た
の
も
、
自
分

の
赴
任
地
と
同
じ
煙
波
の
彼
方
の
南
海
道
で
あ

っ
た
こ
と

に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
同
じ
く

『橘
為
仲
朝
臣
集
』
甲
本
24
に
よ
る
と
、
為
仲
は
淡
路
下
向
の

く

際
に
、
「尾
張
守
の

『淀
な
る
所
の
田
植
ゑ
ん
。
見
て
下
れ
』
と
、
と
ど
め
ら
れ
」

　

た
と
い
う
が
、
こ
の

「尾
張
の
守
」
は
、
同
集

の
先
行
部
18
に
見
え
る

「尾
張
守

く

俊
綱
」
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
俊
綱
魏

響

橘
は
永
承
三
年

(
一
〇
四
八
)
一貢

に
越
前
権
守
で
あ

っ
た
か
ら

臨
脆
唄
晞
鯖
記
』、

前
任
は

為
仲
と

同
じ
く
六
位
の

蔵
人
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
俊
綱
は
天
喜
四
年

(
一
〇
五
六
)
四
月
三
十
目
の

「皇

后
宮
撹
春
秋
歌
合
」
の
折
に
は
丹
波
守
に
在
任
し
て
お
り
、
そ
う
す
る
と
、
そ
の
尾

張
守
在
任
は
永
承
三
年
以
降
天
喜
四
年
以
前
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
尾
張
守

に
は
築

が
長
暦
元
年

(
δ

三
七
)
に
任
ぜ
ら
れ
て
お
り
鞠

鞴

臣
、

つ
づ

い
て
長
久
二
年

(
一
〇
四

一
)
お
よ
び
寛
徳
二
年

(
一
〇
四
五
)
・
永
承
四
年

(
一

〇
四
九
)
の
任
命
が
推
測
さ
れ
る
が
、
永
承
元
年

(
一
〇
四
六
)
十
月
に
は
範
永

姦

の
藤
原
公
基
濺

が
当
職
に
つ
い
て
い
た
舞

酔
肺
轟

.
そ
う
と
す
れ
ば
、

(36)
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俊
綱
が
尾
張
守
に
栄
進
し
た
の
は
永
承
四
年
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
こ
に
お
い
て
、
為
仲
が
淡
路
守
と
し
て
下
向
し
た
の
は
、
永
承
五
年

(
一
〇

五
〇
)
四
月

つ
ご
も
り
方
と
推
断
さ
れ
る
と
と
も
に
、
河
尻
に
て
下
向
す
る
能
因

に
出
会

っ
た
の
も
、
そ
の
折
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
も

っ
と
も
能
因
は
、
同

年
六
月
五
目
の

「祐
子
内
親
王
歌
合
」
や
同
年
十

一
月
の

「俊
綱
朝
臣
家
歌
合
」

に
は
和
歌
を
献
じ
て
い
る
が
、
在
京
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
と
き
の
下
向
は
ご
く
短
期
間
の
も
の
で
あ

っ
た
ら
し
い
。

能
因

の
伊
予
下
向
は
、
さ
ら
に
千
葉
氏
が
疑
義
を
さ
し
は
さ
ま
れ
る
も
の
の
、

永
承
五
年

(
一
〇
五
〇
)
以
降
の
某
年
正
月
、
お
そ
ら
く
は
同
六
年
正
月
に
家
経

が
讃
岐
か
ら
上
京
し
た
際
に
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る

襯

難

源

讌

掲
)。

そ
れ
と
い
う
の
も
、
両
者
の
出
会
い
は
為
仲
の
場
合
と
同
じ
く
河
尻
で

あ
り
、
か
つ
家
経
が
讃
岐
よ
り
上
る
ほ
ど
に
、
能
因
の

「
い
そ
ぐ
こ
と
あ
り
て
、

罷
か
り
ぬ
」
と
あ

っ
て
、
ど
こ
へ
と
明
示
が
な
い
の
は
、
能
因

の
四
国

へ
の
下
向

を
当
然
の
こ
と
と
し
て
記
し
て
い
る
趣
が
感
得
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
家
経
が
讃

岐
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
長
久
元
年

(
一
〇
四
〇
)
六
月
に
藤
原
邦
恒
が
こ
れ

に
任
ぜ
ら
れ
て
お
り
懸

肆

即

ま
た
永
承
二
年

(
一
〇
四
七
と

一月
に
は
そ

の
任
を
去
っ
て
い
た
の
で
塁

螺

肆

同
、
二
年
延
任
し

て
六
年
間
在
任
し
た

と
す
る
と
、
次
守
藤
原
某
は
永
承
元
年

(
一
〇
四
六
)
～
同
四
年

(
一
〇
四
九
)
末

ま
で
の
任
限
と
な
幽

凄

豐

熱

四
、
家
経
が
永
承
四
年

(
一
〇
四
九
)
±

月
九
目
の

「内
裏
歌
合
」
に
文
章
博
士
の
資
格
で
出
詠
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も

推
し
て
、
千
葉
氏
が

『家
経
集
』

の
排
列

か
ら
考
え
ら
れ
た
と
同
じ
く
、
同
五
年

(
一
〇
五
〇
)
正
月
の
こ
と
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ

の

『
家

経

集

』

の
排

列

は

千
葉

氏

が

明

ら

か

に

さ

れ

た

よ
う

に
、

き

わ

め

て

正
確

で
、
今

こ
れ

を
通

覧

す

れ
ば

、

同

集

の
百

八
首

は
、

　

　

　

　

　

①

1

～

5

春

(
1
)

・
秋

(
3

～

5
)

く

く

く

く

　

　

　

　

　

　

　

②

6

～

39

春

(
6

・
7
)
・
夏

(
8

～

17

)
・

く

く

く

く

く

く

　

　

　

　

秋

(
21

～

33
)
・
冬

(
34

～

38

)

く

く

く

く

　

　

　

　

　

　

③

40

～

62

春

(
40

・
41
)
・
夏

(
42

～

57

)
・

く

く

　

く

く

く

　

　

　

秋

(
58
)
・
冬

(59

～

62

)

く

く

く

　

　

　

　

　

　

④

63

～

75

春

(
63

～

65
)
・
夏

(
66

～

70

)
・

く

く

く

く

く

く

　

　

秋

(
71

～

75
)

く

く

　

　

　

　

　

⑤

76

～

81

春

(
76
)
・
夏

(77

～
81

)

く

く

く

く

く

　

　

　

　

　

⑥

芻

～

92

春

(
82

～

84
)
・
夏

(
85

)
・

く

く

く

く

く

　

　

　

　

、

秋

(
86

～

90
)
・
冬

(91

・
92

)

く

く

く

く

　

　

⑦

93

冬

(
93
)

く

く

⑧
働
鵡

夏

(醐
血

)
萩

(聰
・
璃
)

　

く

く

く

　

　

　

　

⑨

鵬

～

爛

春

(
尸0

8

0

～

0

1⊥

1⊥
)

く

く

く

く

と
い
う
、
九
春
秋
に
わ
た

つ
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
嗷
軅

蘇

憾
集
』
.

こ
の
う
ち
、
⑥
～
⑧
群

の
冒
頭
歌
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

　
⑥
舘

同
三
年
閏
正
月
三
日
、
除
目
に
司
賜
は
ら
で
、
人
の
も
と
に
言
ひ
や
る

派

、

⑦
93

永
承
四
年
十

一
月
九
目
、
殿
上
歌
合

「月
」

バ
⑧
94

同
五
年
、
賀
陽
院

一
品
宮
歌
合

「桜
」

く

と
い
う
詠
作
時
を
示
す
詞
書
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
千
葉
氏
が

(37)
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指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
⑤
群

の

「道
雅
三
位
西
八
条
障
子
絵
歌
合
」
は
、
永
承
二
年

(
一
〇
四
七
)
夏
の
開
催
と
耋

て

よ

い
が

靆

、
注
目
す
べ
き
は
、
⑤
か
ら
⑥

へ
か
け
て
の
排
列
法

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
⑤
75

落
葉
埋
菊

×
⑥
76

(詞
書
な
し
)
梅
の
花
散
る
木

の
下
に
行
く
水

の
流
れ
を
見
て
や
人
の
来

く

つ
ら
ん

叨

道
雅
三
位
西
入
条
障
子
絵
歌
合

×儒

川
の
ほ
と
り
に
あ
や
め
刈
る
人
あ
り
:
:

　

と
続
く
の
で
あ
る
が
、
実
は
76
の
詠
は
、
萩
谷
朴
氏
の

『平
安
朝
歌
合
大
成
』
第

く

　

　

四
巻

・
一
五
四
に
は
指
摘
さ
れ
て
い
な

い
が
、
77
～
81
の
詠
と
同
じ
く

「道
雅
三

く

く

位
西
八
条
障
子
絵
歌
合
」
の
折

の
作
品
で
あ
る
。
⑧
の
永
承
五
年
六
月
五
日
の
「祐

　

　

　

子
内
親
王
歌
合
」
の
詠
は
、
94

「桜
」

・
95

「郭
公
」

・
96

「鹿
」
と
、
詠
出
さ

く

く

く
　

　

　

れ
た
順
に
歌
題
と
と
も
に
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、
⑥
の
76
～
81
は
、
76
が
総
体
的

く

く

く

な

「道
雅
三
位
西
八
条
障
子
絵
歌
合
」

の
詞
書
か
ら
は
ず
さ
れ
て
前
置
さ
れ
、
か

　

つ
本
歌
お
よ
び
77
に
は
歌
題
が
欠
落

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
家
経
の
詠

く

草
を
春
夏
秋
冬
の
季
節
の
推
移
ご
と
に
ま
と
め
よ
う
と
し
た
、
家
経
な
い
し
は
そ

の
他
の
編
者
の
、
編
纂
意
図
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

『家
経
集
』
の

編
者
は
、

⑤
と
⑥
と
の
年
代
の
違
い
を
示
す
た
め
に
、

「障
子
絵
歌
合
」
の
詠
で

　

あ
る

「梅

の
花
」
の
歌
を
、
75
の
あ
と
に
別
置
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

く

そ
う
す
る
と
、
千
葉
氏
が
⑥
～
⑧
の
年
代
的
配
列
を
基
準
に
、
⑤
の

「障
子
絵

歌
合
」
に
及
ん
で
、
こ
れ
を
永
承
二
年

の
詠
と
し
た
規
則
を
、
残
り
の
歌
群
に
も

応
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
と
思
う
。

つ
ま
り
、
『
家
経
集
』
の
詠
草
は
、

た
ぶ

ん
、

　

　

①

1

～

5

長

久

四

年

(
一
〇

四

三
)

春

・
秋

く

く

　

　

②

6

～

39

寛

徳

元

年

(
一
〇

四

四

)

春

～
冬

派

派

③

40

～

62

二
年

(
一
〇

四

五
)

春

～
冬

く

く

　

　

④

63

～

75

永

承

元

年

(
一
〇

四

六
)

春

～
秋

派

派

⑤

76

～

81

二
年

(
一
〇

四

七
)

春

・
夏

バ

派

⑥

82

～

92

三
年

(
一
〇

四

入
)

春

～
冬

派

ー

⑦

93

四
年

(
一
〇

四

九
)

冬

く

ー

⑧
團

～

姻

五
年

(
一
〇

五

〇
)

夏

・
秋

　

V八

⑨
鰤
繭

六
年

(
一
〇
五

一
)
春

と
い
う
正
確
な
年
代
的
配
列
に
な

っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、

こ
れ
に
よ

っ
て
家
経
が
能
因
と
、

正
月
、
讃
岐
よ
り
上
る
ほ
ど
に
河
尻
に
て
、
入
道
能
因
の

「急
ぐ
こ
と

あ
り
て
、
罷
り
ぬ
」
と
言

へ
る
に
遣
は
す

鰤
ふ
り
す
て
て
君
し
も
ゆ
か
し
鍵

潟
葦
の
角
ぐ
む
春
も
来
ぬ
る
に

返

し
、

能

因

鵬
命

あ

ら
ば

世

語

り

に

せ

ん
思

ひ
出

で

て
難

波

の
浦

に
逢

へ
る
君

か
な

と

い
う
贈

答

を
行

な

っ
た

の
は
、

永

承

六
年

(
一
〇

五

一
)

正

月

の

こ
と

と
考

え

ら

れ

る

の
で

あ

る
。

さ

ら

に
、

①

～

⑨

の
年

代

的

配

列

が

正

し

い

と
す

れ

ば

、

『
家
経

集

』

の
②

・

　

　

　

　

③
群

に

は
、

家

経

と
下

向

す

る
能

因

と

の
贈

答

(
21

～
22

・
58

～

62

)

が

見

え

る

く

く

く

く

の
で
、

そ

れ

ぞ

れ
寛

徳

元

年

(
一
〇

四

四

)

秋

と
翌

二
年

(
一
〇

四

五

)

冬

の

こ

　

　

と

と

な

ろ

う
。

た

だ

し
、

後

者

は
、

60

「
返

し
、

伊

予

に
下

る

ほ
ど

」

・
61

「
同

く

く

(38)
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入
道
、
伊
予
よ
り
送
れ
る
歌
」
と
い
う
詞
書
が
連
続
し
て
見
え
る
の
で
、
能
因

の

伊
予
下
向
の
折
の
詠
で
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
が
、
前
者

の
場
合
、
鋤

「音
に
の
み

く

聞
く
高
砂
の
松
風
に
都
の
秋
を
思
い
出
で
よ
君
」
の
詠
に

「高
砂
の
松
」
が
詠
み

込
ま
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
と
き
は
能
因

は
播
磨
に
下
向

し
た
と
も
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、

『
築

朝
臣
集
』
㈹
商

に
、

古
曾
部
入
道
能
因
、
伊
予

へ
下

る
に

年
経
と
も
人
し
問
は
ず
は
高
砂
の
尾
上
の
松
の
か
ひ
や
な
か
ら
む

く
だ

(ん
)
の
法
師
、
下
向

の
由
を
告
げ
ず
と
て
、
経
衡

惜
み
け
む
折
を
知
ら
さ
ぬ
君
は
な
を
行
く
人
よ
り
も
恨
め
し
き
か
な

返
し

告
げ
ず
と
も
尋
ね
ざ
り
け
む
我
が
身
を
ぞ
恨
み
も
す
べ
き
人
よ
り
も
待

つ

と
い
う
能
因
の
伊
予
下
向
を
め
ぐ
る
範
永
と
経
衡
と
の
詠
草
が
見
え
、
こ
こ
に
も

　

「高
砂
の
尾
上
の
松
」
が

出
て
く
る
。

さ
ら
に

『
家
経
集
』
の
21

「奉
は
花
秋
は

く

月
に
と
契
り
つ
つ
け
ふ
を
別
れ
と
思
は
ざ
り
せ
ば
」
の

一
首
は
、

『
後
拾
遺
集
』

巻
入

「別
」

論

入
に

「能
因
法
師
伊
予

の
国
に
罷
り
下
り
け
る
に
、
別
れ
惜
し

み
て
」
と
詞
書
さ
れ
て
い
る
の
で
、
能
因

は
寛
徳
元
年
秋
に
も
伊
予

へ
下

っ
た
と

推
量
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
兼
長
に
能
因
が

「明
け
む
春
上
ら
む
」
と
言

っ
た
と
い

う
の
は
碾

磁
肇

藩
、
こ
の
寛
徳
元
年
秋

・
同
二
爰

、の
、

伊
予
下
向
の

と
き

の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
能
因
の
伊
予

(四
国
)
下
向
は
、
現
在

の
と
こ
ろ
、

1
長
久
元
年

(
一
〇
四
〇
)
春
下
向

(『能
因
法
師
集
』)

同

二
年

(
一
〇
四

一
)
夏
滞
在

(同
右
)

2
寛
徳
元
年

(
一
〇
四
四
)
秋
下
向

(『藤
原
家
経
朝
臣
集
』
)

3
同

二
年

(
一
〇
四
五
)
冬
下
向

(同
右
)

4
永
承
五
年

(
一
〇
五
〇
)
四
月
晦
方
下
向

(『橘
為
仲
朝
臣
集
』)

5
同

六
年

(
一
〇
五

一
)
正
月
下
向

(『藤
原
家
経
朝
臣
集
』
)

等

の
例
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
の
在
京
期
問
も
お
お
よ
そ

の
見
当
が

つ
き
、
能
因
が
備
中
前
司
の
頼
家
宅
に
し
き
り
に
訪
れ
て
い
た
の
は
、

ほ
ぼ
永
承
年
間
前
半

(
一
〇
四
六
ー
五
〇
)
頃
の
こ
と
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

五

頼
家

の
歌
道
執
心
の
自
覚

頼
家
邸
や
道
雅
山
荘
で
の
歌
会
以
外
に
も
、
同
好

の
士
の
会
合
は
、
あ
ち
ら
こ

ち
ら
で
開
か
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
頼
家

の
姉
妹
が
嫁

い
で
い
た
源
資
通

(
一

〇
〇
五
ー
六
〇
)
邸
や
そ
の
別
業

で
は
、
長
久
三
年

(
一
〇
四
二
)
頃
か
ら
、
頼

実
や
家
経
や
範
永
ら
が
出
入
り
し
、

作
歌
に
興
じ
て
い
た
。

『故
侍
中
左
金
吾
顯

　

へ

家
集
』
84
に
は
、

く
長
久
三
年

右
大
弁
讐

家
に
て
、
覆

深
待
月
L
と
い
ふ
題

と
詞
書
す
る
作
が
あ
り
、

ま
た

「
入
月
十
五
目
夜
、

右
大
弁
家
、
『月
似
昼
』
題

　

　

を
」
38
と
か

「右
大
弁

の
家
に
て
、
九
日
、
翫
菊
」
50
等
と
題
す
る
詠
草
が
収
録

く

く

さ
れ
て
い
る
。

な
お
、

『藤
原
家
経
朝
臣
集
』

の
永
承
元
年

(
一
〇
四
六
)
暮
春

　

に
詠
じ
た
と
思
わ
れ
る
、

「暮
春
詠
尋
花
目
暮
」
と
題
す
る

一
首
63
は
、

『範
永

く

朝
臣
集
』
の

「『花
を
尋
ね
て
日
を
暮
す
』
と
い
ふ
題
を
、
左
大
弁

の
家
に
て
」
詠

じ
た
歌
瑚
と
同
時
期
の
も
の
で
舞

襟

融

曙

舖
齬

、
資
通
邸
に
家
経

・範

永
ら
が
会
合
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
が
、『家
経
集
』
に
は
別
に
永
承
三
年
(
一

　

〇
四
八
)
冬
の
、
「於
左
大
弁
八
条
別
第
、
詠
冬
夜
長
」
と
詞
書
す
る

一
首

92

も

く

(39)
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あ

っ
て
、
こ
こ
で
の
歌
会
が
相
当
期
間
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を

知
る

の

で

あ

る
。さ

ら
に
、
家
経
自
身
も
八
条
の
自
邸

で
歌
会
を
開
い
て
い
た
の
で
あ

っ
て
、『範

永
集
』
に

汞

の
上
の
貝

杢

頭
の
入
条
の
家
L
に
て
と
詞
書
す
る
詠
嘲

あ
る

が
、
同
集
㈹
の
詞
書
に

「杢

襄

経
」
と
あ
り
畿

ガ

{評
韃

、
か
つ
こ

の

　

　

と
き

の
家

経

の

詠

二
首
[も

、

『
家
経

集

』

71

72

に

「
八
条

の
家

に

て

、
人

々

二
首

、

く

く

水
上
月
」
と
題
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
難

歙
黝
掲
、

こ

の

天

条

の
家
L

が
家
経
邸
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

『家
経
集
』
の
年
代
的
配
列

の
原
則
か

ら
推
す
と
、
こ
の
会
合
は
永
承
元
年

(
一
〇
四
六
)
秋
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
永
承
五
年

(
一
〇
五
〇
)
十

一
月
に
は
、
伏
見
の
橘
俊
綱

の

家
で
、
能
因
や
良
暹
や
範
永

・
藤
原
国
行

・
源
仲
頼
ら
の
詠
を
集
め
た
歌
合
が
開

催
さ
れ
鞭

鯛

臣
、
ま
た
黍

六
年

(
一
〇
五

三

万

に
出
家
し
た
式
部
大

礬

業
の
家
で
も
、
能
因
の
歌
な
ど
に
よ
る
歌
A暴

讐

れ
て
い
た
鍔
穐

』
。

俊
綱
の
家
に
は
、
そ
の
尾
張
守
時
代
(永
承
四
年
凵

一
〇
四
九
任
か
)
に
為
仲
が
訪

れ
て
お
り
魏

、
ま
た
範
永
や
源
頼
綱
ら
も
出
入
し
て
い
た

頑
蠡

遂

一諮
　=
二

　
.
そ
の
廼

「宮
内
糶

曩

桂
の
山
庄
」
胴
壕

緊

一
・
「棟
禁

家
」
鞭

彗

霾

噸
畫

経
が
警

の
山
も
と
の
山
荘
」臨

鑼

・
璽

太
后
宮
の
亮
公
基

が
六
条
の
家
」
期

・
「勘
解
由
次
官

(が
)
も
と
」
期

・
「右
の
馬
の
頭
経
信
が
家
」

鯛
な
ど
の
居
宅
に
て
、
歌
詠
み
を
自
認
す
る
メ
ン
バ
ー
た
ち
が
、
た
び
た
び
会
合

を
開
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
自
邸
で
歌
会
を
持

つ
と
と
も
に
、
仲
間

の
と
こ
ろ
に
も
出
か
け
て
行

っ

た
の
で
あ
る
。

頼
家
は
頼
実
と

一
緒
に

「橘
義
清
が
家
に
歌
合
し
」
て
、

「庭
に

秋
の
花
を
尽
す
」
と
い
う
心
を
、

我
が
宿
に
千
募

花
を
植
ゑ
つ
れ
ば
鹿
の
音
の
み
や
野
べ
に
残
ら
む

鸛
彎

巻

五

「
秋

下
」
、

(
三

三

一
)

と
詠
じ
、
ま
た
、
「師
賢
の
朝
臣
梅
津
の
山
庄
に
て
、
『田
家
秋
風
』
と
い
ふ
心
を

よ
」
ん
で
、

宿
近
き
山
田
の
ひ
た
に
手
も
か
け
で
吹
く
秋
風
に
任
せ
て
ぞ
見
る

の

音

を
得

て
い
る
洞
藷

蜷
)
・
お
そ
ら
丸

藾

実
集
』
の

「梅
津
に
四
条
中

納
言

警

ど
お
は
し
て
、

夕
暮
れ
に
舟
に
乗
り
て
、

『葦
の
花
雪
の
如
し
』
と
い

　

ふ
題
を
」
と
詞
書
す
る
詠
草
50
は
こ
の
師
賢
の
梅
津
山
庄
で
の
詠
歌
の
折
の
も
の

く

と
思
う
が
、
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
は
寛
徳
二
年

(
一
〇
四
五
)
正
月
の
定
頼
入
滅

以
前

の
出
来
事
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
六
人
党
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
歌
人
た
ち
の
私
的
で
小
規
模
な
会
合

は
、
長
久
末
年

(
一
〇
四
ニ
ー
三
)
頃
か
ら
発
生
し
、
寛
徳

・
永
承
年
間
に
至

っ

て
い
よ
い
よ
隆
盛
に
な

っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

要
す
る
に
無
二
無
三
の
歌
壇
の
権
威
藤
原
公
任
が
長
久
二
年

(
一
〇
四

一
)
正
月

一
日
に
麗
じ
、
そ
の
子
の
四
条
中
納
言
定
頼
も
寛
徳
二
年

(
一
〇
四
五
)
正
月
に

入
滅
す
る
に
至

っ
て
、
後
朱
雀
朝
か
ら
後
冷
泉
朝
の
御
代
が
わ
り
前
後
か
ら
、
頼

家
を
は
じ
め
と
す
る
六
人
党
と
そ
の
仲
間
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
執
心
の
道

を
た
ど
り
始
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
に
は
、
い
わ
ゆ
る
秀
歌

・
名
歌
を
詠
出
す
る
と
い
う
力
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
が

独
立
的
に
歌
会

・
歌
合
を
主
催
し
、
歌
道
形
成
に
目
覚
め
て
行

っ
た
事
実
は
否
定

(40)
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で
き
な
い
の
で
あ

っ
て
、
い
わ
ば

一
握
ぎ
り
の
権
威
者
だ
け
に
独
占
さ
れ
て
い
た

歌
の
流
れ
は
、
質
的
に
は
薄
ま
り
つ
つ
も
、
そ
の
底
辺
を

一
段
と
拡
大
し
て
行

っ

た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
。

永
承
三
年

(
一
〇
四
八
)
三
月
二
目
、
奈
良

の
興
福
寺
で
は
前
年
正
月
か
ら
企

画
さ
れ
て
い
た
再
建
が
成

っ
て
、
華
や
か
な
供
養
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
。
関

白
頼
通
に
従
駕
し
て
い
た

「散
位
源
朝

臣
頼
家
」
も
、
大
膳
大
夫
藤
原
範
永
朝
臣

や
周
防
守
藤
原
朝
臣
隆
方
と
と
も
に
、堂
童
子
右
方
十
四
人
の

一
人
に
加
え
ら
れ
、

い
さ
さ
か
光
栄
の
感
激
に
ひ
た
っ
て
い
た
龍

曝

と
も
す
れ
ば

霧

に
熱
中

し
が

ち

な

頼

家

で
あ

っ
た

。

け

れ

ど

も

、
歌

作

へ
の
情

熱

も
次

第

に
強

く

な

り

つ

つ
あ

っ
た

の

で
あ

る

。

(
一
九
七
四

・
九

・
三
)

(文
芸
科
助
教
授
)

(41)
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